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ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
総
合
戦
略
の
推
進
を
図

る
た
め
、
内
閣
に
、
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
本
部

を
置
く
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
条
〜
第
二
〇
条
関
係
）

５

施
行
期
日
等

^

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
以
内
に
、
こ

の
法
律
の
施
行
の
状
況
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ

の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

し
た
。（
附
則
第
二
項
関
係
）

_

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日

か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

３

基
本
指
針

^

厚
生
労
働
大
臣
は
、
事
業
主
が
行
う
特
定
有
期
雇

用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措

置
に
関
す
る
基
本
的
な
指
針
（
以
下
「
基
本
指
針
」

と
い
う
。）を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

_

基
本
指
針
に
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
し

た
。（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

\

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
雇
用
の
動
向
に
関
す

る
事
項

]

事
業
主
が
行
う
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性

に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
の
内
容
に
関

す
る
事
項

`

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ

れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
労
働
政
策
審
議

会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し

た
。（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

a

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
指
針
を
定
め
、
又
は
こ

れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
第
四

項
関
係
）

４

第
一
種
計
画
の
認
定

^

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
事
業
主
が
行
う
第
一
種
特
定
有
期
雇
用

労
働
者
（
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
う
ち
２
の
`

の

\
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
_

の
\
に
お
い
て
同
じ
。）

の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
に
つ
い

て
の
計
画
（
以
下
「
第
一
種
計
画
」
と
い
う
。）を
作

成
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の

第
一
種
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
第
一
項
関
係
）

_

第
一
種
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
四
条
第
二
項

関
係
）

\

当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
第
一
種
特
定
有
期
雇

用
労
働
者
（
以
下
「
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期

雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。）が
就
く
特
定
有
期
業
務

の
内
容
並
び
に
開
始
及
び
完
了
の
日

]

計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
が
そ

の
職
業
生
活
を
通
じ
て
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る

能
力
の
維
持
向
上
を
自
主
的
に
図
る
た
め
の
教
育

訓
練
を
受
け
る
た
め
の
有
給
休
暇
（
労
働
基
準
法

第
三
九
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
有
給
休
暇
と
し
て

与
え
ら
れ
る
も
の
を
除
く
。）の
付
与
に
関
す
る
措

置
そ
の
他
の
能
力
の
維
持
向
上
を
自
主
的
に
図
る

機
会
の
付
与
に
関
す
る
措
置
（
`

の
^
に
お
い
て

「
有
給
教
育
訓
練
休
暇
付
与
等
の
措
置
」と
い
う
。）

そ
の
他
の
当
該
事
業
主
が
行
う
計
画
対
象
第
一
種

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管

理
に
関
す
る
措
置
の
内
容

^

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

`

厚
生
労
働
大
臣
は
、
^

の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
第
一
種
計
画
が
次
の
\
か
ら

^
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第

四
条
第
三
項
関
係
）

\

_

の
\
に
規
定
す
る
特
定
有
期
業
務
が
２
の
^

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
専

門
的
知
識
等
を
必
要
と
す
る
業
務
で
あ
る
こ
と
。

]

_

の
]
及
び
^
に
掲
げ
る
事
項
が
基
本
指
針
に

照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

^

]
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
有
給
教
育
訓
練
休

暇
付
与
等
の
措
置
そ
の
他
の
当
該
事
業
主
が
行
う

雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
の
内
容
が
計
画
対
象
第

一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇

用
管
理
に
関
す
る
措
置
と
し
て
有
効
か
つ
適
切
な

も
の
で
あ
る
こ
と
。

５

第
一
種
計
画
の
変
更
等

^

４
の
^

の
認
定
に
係
る
事
業
主
（
以
下
「
第
一
種

認
定
事
業
主
」
と
い
う
。）は
、
４
の
^

の
認
定
に
係

る
第
一
種
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚

生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。（
第
五
条
第
一
項
関
係
）

_

厚
生
労
働
大
臣
は
、
４
の
^

の
認
定
に
係
る
第
一

種
計
画（
^

に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
第
一
種
認
定
計
画
」

と
い
う
。）が
４
の
`

の
\
か
ら
^
ま
で
の
い
ず
れ
か

に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認

定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
五

条
第
二
項
関
係
）

６

第
二
種
計
画
の
認
定

^

事
業
主
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
事
業
主
が
行
う
第
二
種
特
定
有
期
雇
用

労
働
者
（
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
う
ち
２
の
`

の

]
に
掲
げ
る
者
を
い
う
。
_

の
\
に
お
い
て
同
じ
。）

の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置
に
つ
い

て
の
計
画
（
以
下
「
第
二
種
計
画
」
と
い
う
。）を
作

成
し
、
こ
れ
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
、
そ
の

第
二
種
計
画
が
適
当
で
あ
る
旨
の
認
定
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
第
一
項
関
係
）

_

第
二
種
計
画
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条
第
二
項

関
係
）

\

当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
第
二
種
特
定
有
期
雇

用
労
働
者
（
以
下
「
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期

雇
用
労
働
者
」
と
い
う
。）に
対
す
る
配
置
、
職
務

及
び
職
場
環
境
に
関
す
る
配
慮
そ
の
他
の
当
該
事

業
主
が
行
う
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労

働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置

の
内
容

]

そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項

`

厚
生
労
働
大
臣
は
、
^

の
認
定
の
申
請
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
そ
の
第
二
種
計
画
が
次
の
\
及
び

]
の
い
ず
れ
に
も
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
そ
の
認
定
を
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
六
条

第
三
項
関
係
）

\

_

の
\
及
び
]
に
掲
げ
る
事
項
が
基
本
指
針
に

照
ら
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

]

\
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
_

の
\
に
掲
げ
る

配
置
、
職
務
及
び
職
場
環
境
に
関
す
る
配
慮
そ
の

他
の
当
該
事
業
主
が
行
う
雇
用
管
理
に
関
す
る
措

置
の
内
容
が
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労

働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
措
置

と
し
て
有
効
か
つ
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。

７

第
二
種
計
画
の
変
更
等

^

６
の
^

の
認
定
に
係
る
事
業
主
（
以
下
「
第
二
種

認
定
事
業
主
」
と
い
う
。）は
、
６
の
^

の
認
定
に
係

る
第
二
種
計
画
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
厚

生
労
働
大
臣
の
認
定
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
と
し
た
。（
第
七
条
第
一
項
関
係
）

◇
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等
に
関
す

る
特
別
措
置
法
（
法
律
第
一
三
七
号
）（
厚
生
労
働
省
）

１

目
的

こ
の
法
律
は
、
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用

労
働
者
等
の
能
力
の
維
持
向
上
及
び
活
用
を
図
る
こ
と

が
当
該
専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
等

の
能
力
の
有
効
な
発
揮
及
び
活
力
あ
る
社
会
の
実
現
の

た
め
に
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
専
門
的
知
識
等
を

有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
を
維
持

向
上
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
有
期
雇
用

労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に
関
す
る
特
別
の

措
置
を
講
じ
、
併
せ
て
労
働
契
約
法
の
特
例
を
定
め
、

も
っ
て
国
民
経
済
の
健
全
な
発
展
に
資
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

定
義

^

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
専
門
的
知
識
等
」
と
は
、

専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は
経
験
で
あ
っ
て
、
高
度

の
も
の
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
も
の
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
一
項

関
係
）

_

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
有
期
雇
用
労
働
者
」と
は
、

事
業
主
と
期
間
の
定
め
の
あ
る
労
働
契
約（
以
下「
有

期
労
働
契
約
」
と
い
う
。）を
締
結
し
て
い
る
労
働
者

を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
二
項
関
係
）

`

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
有
期
雇
用
労
働
者
」

と
は
、
次
の
\
又
は
]
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
有

期
雇
用
労
働
者
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
第
三

項
関
係
）

\

専
門
的
知
識
等
を
有
す
る
有
期
雇
用
労
働
者

（
事
業
主
と
の
間
で
締
結
さ
れ
た
有
期
労
働
契
約

の
契
約
期
間
に
当
該
事
業
主
か
ら
支
払
わ
れ
る
と

見
込
ま
れ
る
賃
金
の
額
を
一
年
間
当
た
り
の
賃
金

の
額
に
換
算
し
た
額
が
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る

額
以
上
で
あ
る
者
に
限
る
。）で
あ
っ
て
、
当
該
専

門
的
知
識
等
を
必
要
と
す
る
業
務
（
五
年
を
超
え

る
一
定
の
期
間
内
に
完
了
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ

て
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
特
定
有
期
業
務
」

と
い
う
。）に
就
く
も
の
（
]
に
掲
げ
る
有
期
雇
用

労
働
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。）

]

定
年
（
六
〇
歳
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同

じ
。）に
達
し
た
後
引
き
続
い
て
当
該
事
業
主
（
高

年
齢
者
等
の
雇
用
の
安
定
等
に
関
す
る
法
律
第
九

条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
殊
関
係
事
業
主
に
そ
の

定
年
後
に
引
き
続
い
て
雇
用
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
特
殊
関
係
事
業
主
。
以
下
同
じ
。）に

雇
用
さ
れ
る
有
期
雇
用
労
働
者

œ
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_

厚
生
労
働
大
臣
は
、
６
の
^

の
認
定
に
係
る
第
二

種
計
画（
^

に
よ
る
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、

そ
の
変
更
後
の
も
の
。
以
下
「
第
二
種
認
定
計
画
」

と
い
う
。）が
６
の
`

の
\
又
は
]
の
い
ず
れ
か
に
適

合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
認
定
を

取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
七
条
第

二
項
関
係
）

８

労
働
契
約
法
の
特
例

^

第
一
種
認
定
事
業
主
と
当
該
第
一
種
認
定
事
業
主

が
雇
用
す
る
計
画
対
象
第
一
種
特
定
有
期
雇
用
労
働

者
と
の
間
の
有
期
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第

一
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項

中
「
五
年
」
と
あ
る
の
は
、「
５
の
_

に
規
定
す
る
第

一
種
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
２
の
`

の
\
に
規
定

す
る
特
定
有
期
業
務
の
開
始
の
日
か
ら
完
了
の
日
ま

で
の
期
間
（
当
該
期
間
が
一
〇
年
を
超
え
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
一
〇
年
）」と
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
八

条
第
一
項
関
係
）

_

第
二
種
認
定
事
業
主
と
当
該
第
二
種
認
定
事
業
主

が
雇
用
す
る
計
画
対
象
第
二
種
特
定
有
期
雇
用
労
働

者
と
の
間
の
有
期
労
働
契
約
に
係
る
労
働
契
約
法
第

一
八
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
定
年

後
引
き
続
い
て
当
該
第
二
種
認
定
事
業
主
に
雇
用
さ

れ
て
い
る
期
間
は
、
同
項
に
規
定
す
る
通
算
契
約
期

間
に
算
入
し
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
八
条
第
二
項
関

係
）

９

援
助

国
は
、
第
一
種
認
定
計
画
に
係
る
計
画
対
象
第
一
種

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
の
特
性
に
応
じ
た
雇
用
管
理
に

関
す
る
措
置
を
講
ず
る
第
一
種
認
定
事
業
主
に
対
し

て
、
必
要
な
助
成
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る

こ
と
と
し
た
。（
第
九
条
関
係
）

10

指
導
及
び
助
言

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
種
認
定
事
業
主
又
は
第
二

種
認
定
事
業
主
に
対
し
、
第
一
種
認
定
計
画
又
は
第
二

種
認
定
計
画
に
係
る
措
置
の
的
確
な
実
施
に
必
要
な
指

導
及
び
助
言
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
一
〇
条
関
係
）

11

報
告
の
徴
収

厚
生
労
働
大
臣
は
、
第
一
種
認
定
事
業
主
又
は
第
二

種
認
定
事
業
主
に
対
し
、
第
一
種
認
定
計
画
に
記
載
さ

れ
た
４
の
_

の
]
若
し
く
は
^
に
掲
げ
る
事
項
又
は
第

二
種
認
定
計
画
に
記
載
さ
れ
た
６
の
_

の
\
若
し
く
は

]
に
掲
げ
る
事
項
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
報
告
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
一
条
関
係
）

12

適
用
除
外

^

こ
の
法
律
は
、
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
及
び

船
員
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第

一
二
条
第
一
項
関
係
）

_

こ
の
法
律
は
、
同
居
の
親
族
の
み
を
使
用
す
る
事

業
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
こ
と
と
し
た
。（
第
一

二
条
第
二
項
関
係
）

13

権
限
の
委
任

^

こ
の
法
律
に
定
め
る
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
は
、

厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一

部
を
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
三
条
第
一
項
関
係
）

_

^

の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
労
働
局
長
に
委
任
さ

れ
た
権
限
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
労
働
基
準
監
督
署
長
に
委
任
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
三
条
第
二
項
関
係
）

14

厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任

こ
の
法
律
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
実

施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
施
行
に
関
し
必

要
な
事
項
は
、厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
一
四
条
関
係
）

15

附
則

^

施
行
前
の
準
備

\

厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
前
に
お

い
て
も
、
３
の
^

か
ら
`

ま
で
の
例
に
よ
り
、
基

本
指
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

（
附
則
第
二
条
第
一
項
関
係
）

]

厚
生
労
働
大
臣
は
、
\
に
よ
り
基
本
指
針
を
定

め
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
条
第
二

項
関
係
）

^

\
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
基
本
指
針
は
、
こ
の
法

律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。）に

お
い
て
３
の
^

か
ら
`

ま
で
に
よ
り
定
め
ら
れ
た

基
本
指
針
と
み
な
す
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
二
条

第
三
項
関
係
）

_

経
過
措
置

\

特
定
有
期
雇
用
労
働
者
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に

労
働
契
約
法
第
一
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
通
算

契
約
期
間
が
五
年
を
超
え
る
こ
と
に
な
っ
た
者
に

係
る
同
項
に
規
定
す
る
期
間
の
定
め
の
な
い
労
働

契
約
の
締
結
の
申
込
み
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
三
条
関
係
）

]

こ
の
附
則
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法

律
の
施
行
に
伴
い
必
要
な
経
過
措
置
は
、
政
令
で

定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
附
則
第
六
条
関
係
）

`

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
平
成
二
七

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

¶
¶
¸
¹
º
»
¼
¶
¶

◇
銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
（
政
令
第
三
七
八
号
）（
警
察
庁
）

１

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
平
成
二
六
年
法
律
第
一
三
一
号
）
の
一
部
の
施
行

に
伴
い
、
災
害
に
よ
り
許
可
済
猟
銃
を
亡
失
し
た
者
等

に
係
る
猟
銃
及
び
空
気
銃
の
取
扱
い
に
関
す
る
講
習
会

の
講
習
時
間
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。（
第
一
七
条
関

係
）

２

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し

た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的

権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
を
改
正

す
る
政
令
（
政
令
第
三
七
九
号
）（
農
林
水
産
省
）

１

外
国
人
漁
業
の
規
制
に
関
す
る
法
律
及
び
排
他
的
経

済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等
に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行

使
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
六
年
法
律
第
一
一
九
号
。
以
下「
改
正
法
」と
い
う
。）

の
施
行
に
伴
い
、
排
他
的
経
済
水
域
に
お
け
る
漁
業
等

に
関
す
る
主
権
的
権
利
の
行
使
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
規
定
を
整
理
す
る
こ
と
と
し
た
。

２

こ
の
政
令
は
、
改
正
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る

こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
政
令
第
三
八
〇
号
）（
経

済
産
業
省
）

１

特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料

サ
ッ
シ
及
び
複
層
ガ
ラ
ス
を
特
定
熱
損
失
防
止
建
築

材
料
に
追
加
す
る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三
条
の
二
関

係
）

２

特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
製
造
事
業
者
等
に
係

る
勧
告
及
び
命
令
の
要
件

特
定
熱
損
失
防
止
建
築
材
料
の
製
造
事
業
者
等
に
係

る
勧
告
及
び
命
令
の
要
件
は
、生
産
量
又
は
輸
入
量
が
、

サ
ッ
シ
に
つ
い
て
は
九
万
四
、
〇
〇
〇
窓
以
上
、
複
層

ガ
ラ
ス
に
つ
い
て
は
一
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す

る
こ
と
と
し
た
。（
第
二
三
条
の
三
関
係
）

３

施
行
期
日

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
六
年
一
一
月
三
〇
日
か
ら
施

行
す
る
こ
と
と
し
た
。

G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G

◇
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
の
一
部
の
施
行
期
日
を

定
め
る
政
令
（
政
令
第
三
八
一
号
）（
内
閣
官
房
）

ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご
と
創
生
法
（
平
成
二
六
年
法
律
第

一
三
六
号
）
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の

施
行
期
日
は
、
平
成
二
六
年
一
二
月
二
日
と
す
る
こ
と
と

し
た
。

�




